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観光庁 令和６年度補正予算関係

能登半島地震の観光再生支援
（５億円）

専門家の派遣により、計画策定、
コンテンツ造成、プロモーション等を支援

観光地・観光産業の再生・高付加価値化
（３００億円）

面的な宿泊施設の改修、廃屋撤去等を支援

地方誘客促進によるインバウンド拡大
（８０億円）

観光コンテンツの開発、
適切な販路開拓、情報発信等を総合的に支援

特別名勝での茶懐石体験

地域の観光資源を活用し、
より高単価な特別体験商品を造成

５４３億円

オーバーツーリズム対策等の受入環境整備
（１５８億円）

伝統工芸や生業の活用

国際スポーツ大会での
選手との交流や特別観覧

冬の星空観測

宿泊施設の大規模改修

ユニバーサルツーリズムを促進

宿泊施設のバリアフリー化

オーバーツーリズムの未然防止・抑制を推進

マナー違反行為の防止・抑制受入環境の整備・増強
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地方創生プレミアムインバウンドツアー集中展開事業
事業目的・背景・課題

事業内容

事業スキーム

事業イメージ

○ 2024年の訪日市場は為替の後押し等もあり、過去最高の3500万人・８兆円の達成も視野。他方、政府目標である2030年6000
万人・15兆円の達成のためには未だ道半ばであり、一人あたりの消費額も２万円以上の更なる積み増しが必要である等、観光消費
額の向上に向け、一層の取組強化が必要。特に我が国は観光コンテンツ等の娯楽サービス費支出が諸外国と比べて低い点が課題。

○ このような状況を踏まえ、より効果的に観光消費を拡大し、地域へインバウンドの経済効果を波及させる観点から、自然、文化、食、ス
ポーツ等の我が国が誇る地域の観光資源を活用し、より高単価な特別体験商品（プレミアムインバウンドツアー）の造成が急務。
『日本でしか経験できない特別な体験』を提供するプレミアムツアーは消費額の向上だけでなく、当該コンテンツ単独でインバウンドの来日
意欲を創出する効果も期待。このような地域への経済波及効果の高い観光コンテンツを集中的に造成し、地方創生に繋げる。

・事業形態：間接補助事業（最低事業費1,500万円）
・補助額 ：1,000万円（定額）＋250～3,500万円（補助率1/2）

例）総額1,500万円の場合 1,000万円（定額分）＋250万円（1/2補助分）
・補助対象：国→民間事業者（事務局）→地方公共団体、DMO、民間事業者等

高単価な特別体験『プレミアムインバウンドツアー』の造成

＜コト消費×モノ消費＞
国指定伝統工芸品『越前和紙』の
グランドマスターとの交流・工房見学

＜高単価商品の造成による多角化＞
国際スポーツ大会における

選手との特別交流も含む特別観覧席

より効果的に消費額拡大を図るために、消費意欲が旺盛なインバウン
ド客をターゲットに、我が国が誇る観光資源を生かした高価格帯商品
の造成を集中的に実施。特に貴重な観光資源の特別開放、地域産
品や伝統工芸品等のモノ消費と一体となった特別体験、高単価商品
の造成による多角化促進等に注力。
また、地域への経済波及効果の最大化を促進するため、地域調達率
の高いコンテンツ造成を支援。
海外情報発信
造成したプレミアムツアーを活用した来日意欲の創出のため、訪日イベント等を実施。
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お問い合わせ先：観光庁観光資源課、国際観光課 電話： 03-5253-8924、03-5253-8923

＜貴重な観光資源の特別開放＞
通常飲食不可である特別名勝での

茶懐石体験



○ コロナ禍以降、三大都市圏への需要の偏在が深刻化。2024年は若干改善したが、依然として地方誘客の状況はコロナ前水準に達
しておらず、都道府県ごとにも需要の回復に差が生じている状況。インバウンドの地域偏在を解消し、全国津々浦々に観光による経済
効果を波及するためには、地域の多様な観光資源を生かした観光コンテンツの造成を更に進め、来訪目的の創出が必要。

○ また、個人手配化・オンライン手配化への急激な転換といったコロナ後の状況を踏まえ、観光コンテンツの造成だけでなく、適切な販路
開拓や情報発信も含めた総合的な支援が必要。これらの支援を通じて、地方誘客を行う上で来訪の目的の創出を担う重要産業で
ある地域の観光コンテンツ産業の裾野の拡大や活性化に寄与。

・事業形態：間接補助事業 400万円まで定額、400万円を超える部分については補助率1/2
（補助上限：1,250万円、最低事業費：600万円）

・補助対象：国→民間事業者（事務局）→地方公共団体、DMO、民間事業者等

地域観光魅力向上事業

＜支援内容＞

・観光分野の専門家によるアドバイス等を通じた観光コンテン

ツの磨き上げや商品化の支援

・観光コンテンツの販路開拓のための商談会の開催やOTA掲載

等の支援、SNSによる情報発信等の支援

お問い合わせ先 観光庁 観光資源課 新コンテンツ開発推進室 電話：03-5253-8924 

○ 将来に亘って持続的に地方誘客が促進されるよう、まだ観光に未活用
な地域資源の活用など、地域資源を活用した収益性が高く独自性・新
規性のある観光コンテンツの開発から、適切な販路開拓や情報発信の
総合的な支援を行い、中長期に亘って販売可能なビジネスモデルづくりの
支援を全国各地で実施。

地域固有の自然資源の活用
（北海道美瑛町：インフラ・ジオツーリズム）

歴史・文化に関する地域資源の体験化
（三重県伊勢市：お伊勢さんについて学ぶ

文化観光インタープリテーション）

地域に根ざす伝統工芸や生業の観光活用
（岐阜県高山市：飛騨春慶塗体験）

閑散期の新たな魅力の創出
（沖縄県宮古島市：冬の星空観測）

事業目的・背景・課題

事業内容
事業イメージ

事業スキーム
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地方における高付加価値なインバウンド観光地づくり

事業内容・事業イメージ

○観光立国推進基本計画等の目標※1の早期の達成に向け、高付加価値旅行者※2

の地方への誘客の強化が不可欠。

○モデル観光地※3においてマスタープランに基づく取組を推進し、高付加価値
旅行者の誘客実績の積み上げを図る。
※1 （明日の日本を支える観光ビジョン）訪日外国人旅行消費額：2030年 15兆円

訪日外国人旅行消費額単価：2030年 25万円
（観光立国推進基本計画）訪日外国人旅行者一人当たり地方部宿泊数：2025年 2泊

※2 着地消費 100 万円以上/人の訪日外国人旅行者

※3 （右図）①東北海道, ②八幡平及び周辺地域, ③山形, ④那須及び周辺地域, ⑤佐渡・新潟, ⑥北陸
⑦富士山麓, ⑧松本・高山, ⑨伊勢志摩及び周辺地域, ⑩紀伊山地及び周辺地域, ⑪せとうち, 
⑫鳥取・島根, ⑬鹿児島・阿蘇・雲仙, ⑭沖縄・奄美

・事業形態:直轄事業 ・請負先:民間事業者事業スキーム

魅力的なコンテンツの創出 宿泊施設の高付加価値化

地方への送客・ガイド・
ホスピタリティ人材の育成

移動のシームレス化

事業目的
背景･課題

＜目指す姿＞

マスタープラン（令和5年度策定）に基づく高付加価値旅行者
の誘客に向けた取組

・コンテンツ等の発掘と磨き上げ
・宿泊施設の誘致活動
・移動手段の改善事業
・ランドオペレーション体制の強化、受入実施
・ガイド・コンシェルジュ等の確保と育成 等

※ 令和6年9月に追加選定された地域（③山形, ⑤佐渡・新潟, ⑦富士山麓）
においては、上記取組に先立ち、下記の取組を実施
・マスタープラン策定
・推進体制構築

4お問い合わせ先：観光庁 観光地域振興課 電話： 03-5253-8327



オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業

○ 国内外の観光需要が堅調に回復する中で、一部の地域や時間帯等によっては、観光客の過度な混雑やマナー違反による地域住民の生活へ
の影響や、旅行者の満足度の低下への懸念も生じている状況であり、適切な対処が必要。

○ 観光客の受け入れと住民の生活の質の確保を両立しつつ、持続可能な観光地域づくりを実現するには、地域自身があるべき姿を描き、
実情に応じた具体策を講じることが有効であり、こうした取組を総合的に支援する。

お問い合わせ先：観光庁 参事官（外客受入） 電話：03-5253-8972

事業目的・背景・課題

事業内容 事業イメージ

各地域が現在抱えている／今後抱えうるオーバーツーリズムに
関する課題について、その未然防止・抑制に向けた様々な取組※を
総合的に支援する。
＜類型＞
①地域一体型：地方公共団体／DMOが中心となり、地域の観光

関係者や住民の参画を得つつ実施する取組を支援。
②実証・個別型：地方公共団体／ＤＭＯ／民間事業者等が主体と

なった取組を支援。（民間事業者等が主体となる

場合、地方公共団体との連携が必須）

※(a) 地域における受入環境の整備・増強、(b) 需要の適切な管理、

(c)需要の分散・平準化、(d)マナー違反行為の防止・抑制、

(e)地域住民と協働した観光振興に係る取組（いずれも調査・実証

事業を含む。）を対象とする。

事業スキーム
・事業形態：①、②ともに間接補助事業
・補助対象：国→民間事業者（事務局）
→①地方公共団体、DMO

補助率等：１地域あたり400万円まで定額、補助率２／３（※）、１／２ 、上限額：8,000万円
※申請主体が持続可能な観光に取り組む地域である場合（日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）ロゴマークを取得済又は取得予定）

→②地方公共団体、DMO、民間事業者等
補助率等：１／２、上限額：5,000万円
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お問い合わせ先：観光庁 観光産業課 電話：03-5253-8367

観光地・観光産業における人材不足対策事業
事業目的・背景・課題

事業内容

事業スキーム

○宿泊業ではインバウンドをはじめとする観光需要の急速な回復に伴い人手不足が顕著となっている。今後更なる増加が見
込まれる観光需要を着実に取り込み、地方への旅行者数・旅行消費額等の増加といったインバウンドによる経済効果を最
大限にするためにも、受け皿となる宿泊業の人手不足の解消が急務。

○人手不足の解消に向け、採用活動等の足下の対策、機械化・DX化推進のための設備投資支援等の短期的な対策、外国人
材の活用等の中長期的な対策など、あらゆるフェーズの人手不足対策を総合的に実施。

・事業形態：①③直轄事業 ②間接補助事業（補助上限500万円、補助率1/2）
・補助対象・請負先：①③民間事業者 ②国→民間事業者（事務局）→宿泊事業者

①人材確保の促進
大型の合同企業説明会等における宿泊業の魅力発信イベントの実施等、事業者の採

用活動を全面的に促進

②人材活用の高度化に向けた設備投資支援
人手をかけるべき業務に人材を集中投下し、サービス水準向上・賃上げを実現する

ため、スマートチェックイン・アウト、配膳・清掃等ロボット、チャットボット、予
約等管理システム（PMS）等の設備投資を支援

③外国人材の確保
特定技能試験の受験者を増やすためのジョブフェア等のPR活動、試験合格者の雇

用のためのマッチングイベントの実施、観光地における外国語対応人材の確保等

事業イメージ

○外国人材の確保

スマートチェックイン・
アウト

配膳ロボット

特定技能外国人材
（宿泊業）

チャットボット

○設備投資支援
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観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業
事業目的・背景・課題

事業内容

事業スキーム

事業イメージ

○人口減少が進む中で、国内における新たな交流市場を開拓する取組が求められているところ、今後増加が見込まれる

高齢者等の旅行需要を喚起するため、そのニーズを的確に把握し、ユニバーサルツーリズム（誰もが気兼ねなく参加

できる旅行）の普及・定着を目指すことが期待されている。

○このため、観光施設や宿泊施設のバリアフリー化を一層推進してユニバーサルツーリズムを促進することにより、国

内における新たな交流市場を開拓するとともに、観光地・観光産業の収益性の向上を図る必要がある。

・事業形態：間接補助事業（補助率1/2 補助上限1,500万円）

・補助対象：国→民間事業者（事務局）→民間事業者

○高齢者等が気兼ねなく旅行に参加できる環境を整備し、ユニバーサルツーリズムを促進するために、
観光施設や宿泊施設のバリアフリー化に必要な施設整備や設備導入等を支援する。

お問い合わせ先：観光庁 参事官（産業競争力強化） 電話：03-5253-8948

段差を解消して高齢者等が移動しやすくするために
客室を改修する。

身体が不自由な方のために腰をかけられるように
浴室を改修する。

改修前 改修後 改修前 改修後
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①地域における観光危機管理計画の策定補助
• 各地域における訪日外国人旅行者を含めた観光客に対する災害

時の対応方針等の計画策定を支援。

②観光施設等の避難所機能・多言語対応機能の強化
• 訪日外国人旅行者の一次的な安全・安心確保のため、観光施設

等における非常用電源装置や多言語対応AED等の整備、多言語
機能の強化等の環境整備を支援。

③医療機関の訪日外国人患者受入機能の強化
• 訪日外国人旅行者が医療機関を受診する場合の利便性向上に向

けて、キャッシュレス決済の導入、医療機関内の多言語化等の
環境整備を支援。

お問い合わせ先：観光庁 参事官（外客受入） 電話：03-5253-8972

地方誘客促進に向けたインバウンド安全・安心対策推進事業
事業目的・背景・課題

事業内容

事業スキーム

事業イメージ

○災害が激甚化・頻発化する中、訪日客が旅行中に災害に遭うケースも想定されるとともに、
訪日客が増加する中、旅行中に医療機関を受診するケースも増加することが想定される。

○更なる地方誘客促進に向けて、訪日外国人旅行者が日本各地を安全・安心に訪れることが
できる旅行環境整備が必要であり、地域における観光客を含めた危機管理体制の検討・構築、
多言語での正確な情報発信、観光施設等における非常時対応機能強化、医療機関における
キャッシュレス決済等の整備等を推進する。

・事業形態①：直接補助事業（補助率１／２、上限500万円） 補助対象：地方公共団体
・事業形態②：直接補助事業（補助率１／２） 補助対象：民間事業者、地方公共団体、DMO等
・事業形態③：直接補助事業（補助率１／２） 補助対象：民間事業者等

キャッシュレス
決済環境の整備

観光危機管理計画の
策定支援

多言語対応AED等

非常用電源装置
の整備

災害時、観光案内所に
観光客が集まっている様子

災害用トイレ
の整備
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観光産業再生促進事業
事業目的・背景・課題

・事業形態：①直轄事業 ②間接補助事業（上限700万円、補助率2/3）
・補助対象・請負先：①民間事業者 ②国→民間事業者（事務局）→宿泊事業者

事業内容・事業イメージ

事業スキーム

○観光産業の中核である宿泊業は、これまで地域における観光需要の受け皿としての役割を果たしてきたところであるが、
コロナ禍で増加した債務の返済に行き詰まることで、本来その宿泊施設が有する魅力を十分に発揮することができず、
今後、倒産・廃業に至る宿泊事業者が増加するおそれがある。

○この点、現在でも公的な支援制度があるが、宿泊業の運営面に関する専門的なサポートは限られており、また、宿泊業
に特化した事業再生のモデルも十分に整備・共有されていない。

○そこで、債務を抱えつつも再生能力があると見込まれる宿泊事業者に対し、他の公的な支援制度とも連携し、宿泊業の
再生ノウハウを集約したガイドラインを作成し、これを広く共有していくことで、宿泊事業者の再生機会の拡大を図る
ことが必要である。

①宿泊業の再生モデル事例の創出及びガイドラインの策定・周知 ②再生に必要なシステム、備品及び設備の改善

・①のアクションプランと連動した、選定された
宿泊事業者が再生を図る上で必要となるシステム、
備品及び設備の改善費用を支援。

（例）軒先の補修、客室・ロビーの改善、
PMSの導入 等

・中小企業活性化協議会等の公的な支援制度と連携し、経
営状況が悪化しているものの事業再生の見込みのある宿泊
事業者を選定し、宿泊業に精通したコンサル事業者の派
遣・アドバイスの下、宿泊業に特化した事業再生のアク
ションプラン（原価計算に基づくサービス水準の決定、従業員の
活用方法等）を策定。

・再生モデル事例より得られたノウハウを収集の上、ガイ
ドラインを策定し、幅広く宿泊事業者や金融機関等の関係
者に共有。

お問い合わせ先：観光庁 観光産業課 電話：03-5253-8330 9



宿泊施設サステナビリティ強化支援事業

宿泊施設における省エネ型ボイラー、太陽光発電、省エネ型空調等の省エネ設備等の導入支援を行う。

省エネ型ボイラー 太陽光発電

事業目的・背景・課題

事業内容・事業イメージ

事業スキーム

・事業形態：間接補助事業（補助上限1,000万円、補助率1/2）
・補助対象：国→民間事業者（事務局）→宿泊事業者

○訪日外国人旅行者を中心にサステナブルな旅行や宿泊施設の選択意向が年々高まっており、世界の旅行者が我が国を
旅行先として選択しなくなることを防ぐためにも、宿泊施設のサステナビリティ強化が必要。

○このため、訪日外国人旅行者の受け入れに向けて、旅館・ホテル等の宿泊施設が実施する、サステナビリティの向上
に関する取組を支援する。

お問い合わせ先：観光庁 観光産業課 電話：03-5253-8330

省エネ型空調
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能登半島地震からの復興に向けた観光再生支援事業

※被災者の生活と生業（なりわい）支援のためのパッケージ 令和６年１月25日 （抜粋）
能登地域の朝市等の観光拠点・観光資源の再生に向けて、観光地の復旧計画の策定・実行支援やまちづくり支援、復旧後の誘客促進を図
るためのコンテンツ造成を支援する。

事業目的・背景・課題

事業内容

事業スキーム

○ 今般の地震で被害を受けた観光地全体の復興のためには、施設の復旧・事業継続等の措置に加え、観光施設・宿泊
施設等が一体となった観光地の復旧・復興計画等の策定・地域の魅力向上のための取組が必要。

○ 今回の災害からの復旧に当たって、自治体、関係団体や個別事業者が一体となった復旧・復興計画の作成、復旧後
の誘客促進を図るためのコンテンツ造成等を支援する。

・事業形態：直轄事業 ・請負先：民間事業者

コンテンツ造成

データに基づき、旅行者
に対し訴求力のある取組
を実施するための調査や
復旧・復興方針等を定め
た計画策定を支援。

②誘客コンテンツの造成

マーケティング調査

①マーケティング実施、
復旧・復興計画策定

③情報発信、③情報発信、
プロモーション

復旧後に誘客を促進す
るための地域独自の観
光資源を活用したコン
テンツの造成を支援。

WEB・SNS等を活用し
たエリア内のコンテンツ
の魅力等に関する効果的
な情報発信を支援。

webを活用した魅力発信

事業イメージ

○被災観光地の再生を目的とした次の取
組を支援。

⑤専門家派遣

①マーケティング実施、
復旧・復興計画策定

②誘客コンテンツの造成

③情報発信、プロモーション
④宿泊施設の収益力向上支援
⑤専門家派遣 等

©石川県観光連盟

④宿泊施設の④宿泊施設の
収益力向上支援

食やスポーツと連携するな
ど地域が目指す計画に基づ
き、個別の施設が検討する
改修プラン等の作成を支援。

高付加価値な
改修プランの作成

お問い合わせ先：観光庁 参事官（産業競争力強化） 電話：03-5253-8948
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地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化
事業目的・背景・課題

事業内容

事業スキーム

事業イメージ

○観光地は近年、観光地全体の活力低下（入込客数の減少、収益の低下、投資の停滞による施設の陳腐化や廃屋等の放

置）といった課題があり、ポストコロナの観光業の力強い成長のため、地域経済に裨益する宿泊施設を核とした観光

地再生・高付加価値化に向けた取組を強力に後押しすることで、地域全体の魅力と収益力の向上を図り、持続可能な

観光地域づくりを推進する。

・事業形態：間接補助事業

・補助対象：国→民間事業者（事務局）→民間事業者、都道府県、市町村、DMO等

○宿泊施設を核とした地域一体となった観光地の面

的な再生・高付加価値化を図る。具体的な補助対

象事業は以下のとおり。

①宿泊施設の高付加価値化（補助率1/2,2/3）

②観光施設の改修等（補助率1/2）

③廃屋撤去（補助率1/2）

④面的ＤＸ化（補助率1/2）

①宿泊施設の高付加価値化 ②観光施設の改修等

③廃屋撤去 ④面的DX化

お問い合わせ先：観光庁 参事官（産業競争力強化） 電話：03-5253-8948
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